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第６章　環境放射線モニタリング
１．環境放射線モニタリング

　鳥取県では、原子力施設の周辺住民の健康と安全を守るため、
　・平常時において、原子力施設による周辺住民等への影響がないことを確認すること。
　・原子力施設からの予期しない放射性物質又は放射線の放出があった場合に適切に対応すること。
　・緊急時モニタリング結果の評価のための比較対象とすること。
などを目的として、平常時の環境における放射線のレベル及びその変動を調査しています。
　また、原子力規制庁からの委託事業である環境放射能水準調査において、放射線の測定や、食品・降水等に含まれる
放射性核種の測定を行っています。
　そのほか、核実験等の国外で発生する原子力関係の事象についても、モニタリング強化等の必要な対策を行っています。

⑴  概要

⑵ 平常時モニタリングの実施内容

⑶ 鳥取県環境放射線モニタリングシステム

　毎年度、測定計画を定めて調査を実施しています。
　　　【島根原子力発電所の周辺地域】
　　　　　○実施機関：原子力環境センター、水・大気環境課
　　　　　○測定項目：空間放射線量率（連続測定）
　　　　　　　　　　　積算線量（四半期毎）
　　　　　　　　　　　大気浮遊じん中の全α・全β放射能濃度（連続測定）
　　　　　　　　　　　環境試料中の放射性核種濃度（定期的）
　　　【人形峠環境技術センターの周辺地域】
　　　　　○実施機関：原子力環境センター、中部総合事務所生活環境局、原子力安全対策課
　　　　　○測定項目：空間放射線量率（連続測定）
　　　　　　　　　　　積算線量（四半期毎）
　　　　　　　　　　　大気浮遊じん中の全α放射能濃度及びフッ素濃度（連続測定）
　　　　　　　　　　　空間放射線量率、全α・全β放射能濃度（移動局により四半期毎）
　　　　　　　　　　　環境試料中の放射性核種及びフッ素濃度（定期的）
　結果については、鳥取県原子力安全顧問による評価後、報告書としてとりまとめて公表します。

　島根原子力発電所及び人形峠環境技術センターにおいて、予期しない放射性物質及び放射線の放出による環境放射線
状況の情報収集や、原子力災害が発生した際の防護措置の実施の判断材料となる空間放射線量率を情報提供するため、
鳥取県環境放射線モニタリングシステムにより、原子力施設の平常運転時から空間放射線量率等の測定を実施していま
す。
　環境放射線モニタリングシステムは、平成 13年度に人形峠環境技術センター周辺の空間放射線量率等の監視強化の
ために固定局、移動局、テレメータ等を整備しました。その後、平成 24・25年度には島根原子力発電所周辺の空間線
量率等の監視強化のために米子市・境港市に固定局及び可搬局を追加整備し、平成 25年度には鳥取県と島根県及び中
国電力の測定データを連接しました。
　平成 29年度、システムの堅牢性・効率性を向上させるため、機器更新を行っています。

　　　鳥取県環境放射線等モニタリングシステム
　　　　http://monitoring.pref.tottori.lg.jp/pg/map/index.php
　　　　モバイルサイト
　　　　http://monitoring.pref.tottori.lg.jp/mobile/index.php
地図上表示
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データ推移図表示

時系列表形式表示
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⑷  モニタリングポスト
　固定型及び可搬型のモニタリングポストを設置し、空間放射線量率の連続測定を行っています。

ア　固定型モニタリングポスト
測定地点 所在地 備 考

米子局（河崎小学校）｠ 米子市河崎 ｠※１
境港局（境中央公園） 境港市上道町 ｠※１
木地山局 三朝町木地山 ｠※１
衛生環境研究所 湯梨浜町南谷 ｠※２
きらりタウン赤碕 琴浦町赤碕 ｠※２
南部町役場法勝寺庁舎 南部町法勝寺 ｠※２
日野振興センター 日野町根雨 ｠※２
大山町役場大山支所 大山町末長 ｠※２
鳥取県庁 鳥取市東町 ｠※２

※１：原子力施設のモニタリングのための機器、※２：環境放射能水準調査のための機器

固定型モニタリングポスト

固定型モニタリングポストの位置図

　平常時から環境放射線の測定を行っていますが、原子力災害時には、測定を強化し、避難などの防護
措置や飲食物の摂取制限などの判断を行います。
　ホームページ、原子力防災アプリ等で公開しています。

環境放射線測定（モニタリング）体制

放射線の
測定体制

10

光洋の里

放射線は
どこで測っているの？

　放射線を定期的に、または連続的に監視測定す
ることをモニタリングといい、原子力発電所等の周
辺でモニタリングを行うために設置された装置を
モニタリングポストといいます。

　米や野菜（白ネギ類、
大根）、樹葉・魚介類等の
測定をしています。

　公園等の一般環境の
土壌の測定をしていま
す。

　雨や大気中のちりやほ
こりを測定しています。

　水道水（原水や蛇口
水）の測定をしています。

　平常時から空気中
の放射線を24時間体
制で監視しています。

▼県内のモニタリングポスト位置図
　 （固定型モニタリングポスト）

▼可搬型モニタリングポスト

災害時の
医療体制

9 原子力災害時の医療体制は
どうなっているの？

　原子力災害時においても医療を提供できるようにするため、県内16の医療機関を原子力災害時の
医療機関として指定しています。また、高度被ばく医療支援センター、原子力災害医療・総合支援セン
ターと連携をとり、傷病者や被ばく患者、被ばくが疑われる患者に対して適切な診療等を行える体制
を確保しています。

医療機関位置図
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イ　可搬型モニタリングポスト
　鳥取県では、平成 25年度に 22基の可搬型モニタリングポストを整備しました。
　平成 26年度から測定を開始（常時監視：11基、予備：11基）し、測定値を県ホームページで公開しています。

測定地点 所在地 測定地点 所在地
渡駐在所※ 境港市渡町 夜見公民館 米子市夜見町
外江公民館 境港市外江町 大篠津公民館 米子市大篠津町
余子公民館 境港市竹内町 旗ヶ崎交番※ 米子市旗ヶ崎
中浜公民館 境港市財ノ木町 大崎駐在所※ 米子市大崎
彦名公民館 米子市彦名町 光洋の里※ 境港市渡町
和田公民館 米子市和田町
※緊急時運用として設置しており、平常時にはホームページで公開していません。

公民館に配備したポストでは、電光表示器に測定値を表示し、住民啓発用としても活用しています。

　平常時から環境放射線の測定を行っていますが、原子力災害時には、測定を強化し、避難などの防護
措置や飲食物の摂取制限などの判断を行います。
　ホームページ、原子力防災アプリ等で公開しています。

環境放射線測定（モニタリング）体制

放射線の
測定体制

10

光洋の里

放射線は
どこで測っているの？

　放射線を定期的に、または連続的に監視測定す
ることをモニタリングといい、原子力発電所等の周
辺でモニタリングを行うために設置された装置を
モニタリングポストといいます。

　米や野菜（白ネギ類、
大根）、樹葉・魚介類等の
測定をしています。

　公園等の一般環境の
土壌の測定をしていま
す。

　雨や大気中のちりやほ
こりを測定しています。

　水道水（原水や蛇口
水）の測定をしています。

　平常時から空気中
の放射線を24時間体
制で監視しています。

▼県内のモニタリングポスト位置図
　 （固定型モニタリングポスト）

▼可搬型モニタリングポスト

災害時の
医療体制

9 原子力災害時の医療体制は
どうなっているの？

　原子力災害時においても医療を提供できるようにするため、県内16の医療機関を原子力災害時の
医療機関として指定しています。また、高度被ばく医療支援センター、原子力災害医療・総合支援セン
ターと連携をとり、傷病者や被ばく患者、被ばくが疑われる患者に対して適切な診療等を行える体制
を確保しています。

医療機関位置図

可搬型モニタリングポストの位置図

可搬型モニタリングポスト



108

⑸ 移動局（モニタリング車、サーベイ車）
　原子力施設からの放射線を平常時から監視するため、モニタリングポスト設置地点以外の場所においても、移動局
（モニタリング車、サーベイ車）を用いて定期的に放射線測定を行っています。
　また、緊急時には、走行サーベイ（走行しながら連続測定）を行うことで、詳細に放射線の状況を把握し、防護措
置の判断等に活用されます。
　モニタリング車及びサーベイ車各１台を、米子市内（島根原子力発電所近傍）と倉吉市内（人形峠環境技術センター
近傍）に分散管理して運用しています。
　平成 28年度及び 29年度において、モニタリング車を１台ずつ更新しています。

≪モニタリング車、サーベイ車の配備状況≫

区分 種類 車両
（取得年月） 配置場所 装備機能

M-05

モニタリング車

トヨタハイエース
（平成 30年 1月） 米子市内 低線量測定装置（シンチレーション検出器）、

高線量測定装置（電離箱検出器）、ダストヨウ
素モニタ、気象観測装置（風向・風速計、温度計）、
測定データ伝送装置（測定データは衛星通信で

中央局（県庁）に伝送）
M-06 トヨタハイエース

（平成 29年 3月） 倉吉市内

M-02

サーベイ車

マツダボンゴ
（平成 13年 3月）
※平成 29年度予算で

更新予定

米子市内 低線量測定装置（シンチレーション検出器）、
高線量測定装置（電離箱検出器）、気象観測装
置（風向・風速計、温度計）、測定データ伝送
装置（測定データは衛星通信で中央局（県庁）

に伝送）M-03

マツダボンゴ
（平成 13年 3月）
※平成 29年度予算で

更新予定

倉吉市内

【モニタリング車】

モニタリング車による定点観測（例）

【サーベイ車】

サーベイ車による走行サーベイ（例）
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⑹ 原子力環境センターの設置
　島根原子力発電所の周辺地域を中心に、県内の平常時の環境中の放射線や放射性核種のモニタリング体制を強化す
るとともに、緊急時に必要なモニタリングに迅速に対応できるよう、平成 25年度から衛生環境研究所の敷地内に原
子力環境センターの整備を進め、平成 28年１月に運用を開始しました。
　更に、平成 29年４月には、その運用を適確に実施するため原子力環境センターを組織化して体制を強化するとと
もに、機能強化を図るための追加整備を進め、同年 11月に増設の建屋が完成しました。平成 30年度には、分析装
置等の追加整備を行い、整備を完了させる予定です。
場所

開所式（平成 28年１月）

サンプルチェンジャー付ゲルマニウム半導体検出器

設置式（平成 29年４月）

液体シンチレーションカウンター

外観

住所
　鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷 526-1

機能
・緊急時の防護措置の判断のためのモニタリング機能
・平常時のモニタリング機能を強化

主な設備・機器名 概要

ゲルマニウム半導体検出器 環境試料（水、土壌等）や飲食物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種（ヨ
ウ素 131、セシウム 137等）を分析する装置

液体シンチレーションカウンター 放射性核種であるトリチウムを測定する装置
積算線量測定装置 一定期間中の放射線量の積算値を測定する装置
低バックグラウンドβ線測定装置 環境試料等に含まれるストロンチウム 90を測定する装置
灰化装置（乾燥機、電気炉） 微量成分を検出するため、生物試料を灰化（濃縮）する装置

整備内容
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⑴ 緊急時モニタリング計画の策定

⑵ 緊急時モニタリングの体制

　緊急時モニタリング計画は、緊急時モニタリング体制の整備等及び緊急時モニタリングに関する基本的事項につい
て定め、国が統括する緊急時モニタリングの活動を迅速かつ効率的に実施できるようにするものです。

　鳥取県でも緊急時モニタリング計画を作成していましたが、円滑な緊急時モニタリングの実施を図る観点から、国
（原子力規制庁）作成の「緊急時モニタリング計画作成要領（H26.6.12）」に沿って標準化した「鳥取県緊急時モニ
タリング計画 [ 島根原子力発電所編 ]」を平成 26年８月に策定しました。
　また、緊急時モニタリングを迅速かつ効果的に実施することを目的に具体的な実施内容等を定めた「鳥取県緊急時
モニタリング実施要領 [ 島根原子力発電所編 ]」を平成 27年３月に策定しました。
（人形峠環境技術センターに係る緊急時モニタリング計画及び緊急時モニタリング実施要領も別途作成しています。）

２．緊急時モニタリング計画

緊急事態区分 体　制 実施内容

情報収集事態 －
・平常時モニタリングの継続
・環境放射線の推移を注視

警戒事態 ・鳥取県モニタリング本部（別図）
（原子力環境センターに設置）

・緊急時モニタリングの準備
・モニタリングシステム等の情報通信機器
の稼働状況確認

・可搬型モニタリングポストの追加設置
（必要に応じて）
・測定機器等の確認

施設敷地
緊急事態

・EMC※

　国が島根オフサイトセンター
　に設置
・鳥取県モニタリング本部を維持

・EMCへ参画（要員派遣を含む）
・国が作成する「緊急時モニタリング実施
計画」に基づいて鳥取県内のモニタリング
を実施全面緊急事態
〕〔

※ EMC：緊急時モニタリングセンター

別図　鳥取県モニタリング本部の組織

第７章　放射線の基礎知識
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（出典：「原子力エネルギー図面集2015」）

（出典：「原子力エネルギー図面集2015」）

第７章　放射線の基礎知識
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（出典：「原子力エネルギー図面集2015」）

（出典：「原子力エネルギー図面集2015」）
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（出典：「放射線医学総合研究所」ホームページ）

（出典：「原子力エネルギー図面集2015」）
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※一般的には、木造家屋よりもコンクリート建物のほうが遮へい効果が高くなります。ただし、甲状腺被ばくについては、建物の構
造による違いはあまりなく、建物の気密性が高いほうが効果があります。

※自動車の車内では、被ばくは低減しません。

　原子力災害が発生した時は、放射線による影響を回避したり、低減させることが重要であり、防護措
置の一つとして屋内退避を行います。
　原子力発電所から放出される放射性物質や放射性プルーム（放射性雲）により、屋外にいると被ば
くが増すおそれがあります。放射性物質が放出される前に、予防的に屋内に退避するとともに、放射性
物質が通過あるいは放射性物質が地表面や建物に降下した場合でも、放射線が減衰するまで屋内退
避を行うことで、外部被ばく・内部被ばくを低減することができます。

屋内退避は有効な手段です。

屋内退避とは、放射線による被ばくの影響を低減させるため自宅などの屋内に留まることです。
屋内退避の指示が出た場合には、速やかに建物の中に入り、ドア・窓を閉めるとともにエアコン・換気扇を止め、窓か

ら離れるなどの被ばくを避ける行動をとりましょう。あわせて、口や鼻をマスク等で保護することも効果があります。

屋内退避はどうすればいいの？

　テレビ・ラジオ・防災
行政無線・インターネッ
ト等による行政機関か
らの指示などに注意し
ましょう。

⑧正確な情報
を確認しま
しょう

　放射性物質による汚染
を防ぐため、食品にはフタ
やラップをしましょう。また、
飲料水を確保するため、
ペットボトル等に水を入れ、
密閉しておきましょう。

⑦食品にはフ
タやラップを
しましょう

　放射性物質の放出後に屋外
から帰った場合、着替えた衣類
はビニール袋に保管し、他の
衣類と区別し、水と石けんで
手、顔、体をよく洗いましょう。

⑥着替え、手洗
い・うがい等
をしましょう

　屋外からの放射線に
よる外部被ばくを低減
するため、できるだけ
窓から離れ、部屋の中
央に移動しましょう。

⑤屋内では窓
から離れま
しょう

　内部被ばく、外部被ば
くを防ぐため、屋外にい
る人は自宅や近くの建
物の中に入りましょう。

①住宅などの
屋内に入り
ましょう

　無用な被ばくを避け
るため、県や市からの
指示があるまでは外出
は控えましょう。

②原則として
外出は控え
ましょう

④窓などへ目張
りをすると効
果があります

　換気口や窓と窓枠の
隙間などに目張りする
ことで、窓などの隙間か
ら放射性物質が屋内に
入り込むことを防ぐ効
果があります。

③ドアや窓を閉
め、エアコン等
を止めましょう

　外気が入らないよう
に、ドアや窓を全て閉
め、エアコン・換気扇等
を止めましょう（外気を
取り入れないエアコン
は使用可）。

屋内退避の指示が出たら…

屋内退避
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屋内退避の効果

　壁や屋根によって放射線の影響を低減することができます。
　窓に目張りを行い、建物の気密性を高めることで、屋内に空気
中の放射性物質が入り込むことを防ぎ、放射性物質の吸い込み
を低減することができます。

被ばくへの予防策

建物には気密性と遮蔽効果があります

出典：原子力規制委員会作成「緊急時の被ばく線量及び防護措置の効果の試算について」

屋内退避の
効果

屋外からのγ線等による
外部被ばく吸入による

内部被ばく 放射性プルーム
からのγ線等

周辺環境中の沈着
核種からのγ線等

コンクリート
造りの建物

木造家屋 75％低減
95％低減

60％低減
80％低減

10％低減
40％低減

　呼吸や飲食によって放射性物質を体
内に取り込むことで起こります。
吸入・摂取しないようにする！

内部被ばく
　大気中や地表面に沈着している放射
性物質から出る放射線（ガンマ線）を受
けることによって起こります。

放射線を遮断する！

外部被ばく
内部被ばくく内部被ば

・屋内退避は数日間継続することがあります。日頃から食料や飲料水の備蓄に努めましょう。また、長期にわた
る場合には避難への切替を行うことがあります。　※鳥取県では、最低3日分の備蓄をお願いしています。
・放射線の測定結果等により、屋内退避が解除されます。
・UPZ（概ね30km圏）外にも影響が及ぶ深刻な事態が想定される場合には、原子力発電所の施設の状態等を
踏まえて、原子力規制委員会が屋内退避エリアの拡大を判断する場合があります。
・自宅で屋内退避できない場合などは指定された「コンクリート屋内退避施設」に避難することができます。
→該当の施設はＰ２２～２７を確認してください。

屋内退避の注意点

放射性
プルーム

▼屋内退避の効果


